
千葉市行政財産道路工事施行承認取扱要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、千葉市公有財産規則（昭和４０年千葉市規則第１１号。以

下「規則」という。）第４２条の規定に基づき、土木部が所管する行政財産道

路における道路工事に係る申請、承認、その他の手続に関し、必要な事項を定

めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号

に定めるところによる。 

（１） 行政財産道路 規則に基づき土木部で管理している道路で、道路法（昭

和２７年法律第１８０号）及び千葉市法定外道路条例（平成１７年千葉市

条例第１９号）で規定する道路以外の道路 

（２） 道路工事 行政財産道路を管理する者以外の者が行う行政財産道路の

改築、修繕又は維持 

 

（申請） 

第３条 道路工事をしようとする者は、行政財産道路工事施行承認申請書（様式

第１号。以下、「承認申請書」という。)を市長に提出しなければならない。た

だし、行政財産道路の損傷を防止するために必要な砂利又は土砂の局部的補

充その他行政財産道路の構造に影響を与えない行政財産道路の維持について

は、この限りでない。 

２ 承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

（１）道路工事を行う箇所の位置図 

（２）道路工事の設計図書 

（３）前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

３ 市長は、承認申請書の提出があった場合において、承認することを決定した

ときは行政財産道路工事施行承認通知書(様式第２号)により、承認しないこ

とを決定したときは行政財産道路工事施行不承認通知書(様式第３号)により、

申請者に通知するものとする。 

４ 市長は、行政財産道路の管理上必要な限度において、前項の規定による承認

に条件を付することができる。 

５ 第３項の規定による承認を受けた者(以下「承認施行者」という。)は、承認

を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ、変更内容がわかる書類

を添付した行政財産道路工事施行変更承認申請書(様式第４号)を市長に提出



して、その承認を受けなければならない。 

６ 第３項の規定は、前項の規定による変更の承認について準用する。 

 

(工期の延期) 

第４条 施工承認者は、道路工事の完了を延期しようとするときは、行政財産道

路工事工期延期許可申請書(様式第５号)を市長に提出して、その許可を受け

なければならない。 

 

（取下げ） 

第５条 前条第１項の行政財産道路工事施行承認申請書を提出した者（以下「申

請者」という。）は、市長の承認を受けるまでの間は、申請を取り下げること

ができる。この場合において、申請者は、行政財産道路工事施行承認申請取下

届出書(様式第６号)を市長に提出しなければならない。 

 

（工事の中止） 

第６条 承認施行者は、承認を受けた工事を中止しようとするときは、速やかに、

行政財産道路工事中止届出書(様式第７号)を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の行政財産道路工事中止届出書の提出を受けた場合において、

必要と認めるときは、承認施行者に対し、安全上の措置を講じるよう命じるこ

とができる。 

 

(完了の届出及び検査) 

第７条 承認施行者は、承認に係る工事を完了したときは、道路工事が完了した

日から１４日以内に、市長に行政財産道路工事完了届出書(様式第８号)を提

出し、市長の検査を受けなければならない。 

２ 市長は、前項の行政財産道路工事完了届出書の提出を受けたときは、当該工

事が第３条第３項の規定による承認の内容に適合しているかどうかの検査を

行い、その結果を行政財産道路工事完了検査書(様式第９号)により、承認施行

者に通知するものとする。 

 

(工事の補修期間) 

第８条 承認施行者は、前条の検査終了後２年間、道路工事の瑕疵に起因して路

面の沈下、破損等道路に損傷が生じたときは、承認施行者の負担において直ち

に補修しなければならない。 

2 前項の規定にかかわらず、前項の期間において、承認施行者が施行した道路

工事の箇所について、市長が道路に関する工事に着手したとき、又は他の者が



工事に着手したときは、当該箇所に限り前項の期間は、満了したものとみなす。 

 

（委任） 

第９条 この要領の施行に関し必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

 この要領は、平成２６年６月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要領は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要領は、令和４年７月１日から施行する。 


